
事故発生時の対応 フローチャート

【会議】

※状況に応じて損害賠償手続き（施設⾧の指示による）

    事業所内での周知徹底

（原因が事業所であれば、対応策、再発防止策を実施）

⑥救急車搬送            ※

（看護職等が付き添う）

施設⾧へ報告（口頭のち事故報告書提出）

施設⾧及び担当者は事実の調査・確認を行う！

（施設⾧及び担当者は当日中に先方を電話する等して、状況・対応説明、謝罪をする）

①原因・結果の明確化／②責任の所在、内容の明確化／③具体的な対応策の立案

／④再発防止の検討・立案

⑤その場で応急処置を行う又は状況により

病院等への搬送（看護職が付き添う）⑤必要により救急車を要請（119番）

①緊急性が高い場合（重症） ①緊急性が低い場合（軽傷）

事故発生＜緊急性が高いか、低いかの判断＞

②          職員へ連絡し対応及び指示を仰ぐ

③       嘱託医への状態報告 （口頭での指示もある）

④   本人、家族への状況・対応連絡（緊急性が高い場合は、即連絡する）


